
東かがわ市家具類転倒防止対策促進事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、地震発生時に備え、市民が自らの命を守るための家庭における防災

対策を促進するため、家具類転倒防止器具を購入し居住する住宅に設置する者に対して、

予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「家具類」とは、居住の用に供されている住宅において生活の

用に供するタンス、本棚、食器棚等の家具、テレビ、冷蔵庫、電子レンジ等の家電製品

その他市長が認めるものをいう。

２ この要綱において、「器具」とは、家具類の転倒を防止するためのＬ型金具、連結金具、

ポール式器具、ベルト式器具、ストッパー式器具、マット式器具、扉開放防止器具、収

容物落下防止器具その他市長が認めるものをいう。

（対象者）

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす

者でなければならない。

（１） 市内に住所を有し、自らが居住する市内の住宅に器具を設置すること。

（２） 申請者及び申請者と同一世帯に属する者が、別表に掲げる市税等を滞納していな

いこと。

（補助対象経費）

第４条 補助の交付対象となる経費は、補助金の交付を受けようとする者が、自ら居住す

る住宅に設置する器具の購入に要した経費（申請の日に属する年度内に購入したものに

限る。）とする。

（補助金の額等）

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内とし、5,000円を上限とする。

２ 前項の規定により算出された補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り

捨てるものとする。

３ 補助金の交付は、１世帯につき１回限りとする。

（予約の申請等）

第６条 申請者は、香川県が実施する家具類転倒防止対策のサポート制度を受ける者に限

り、東かがわ市家具類転倒防止対策促進事業補助金交付予約申請書（様式第１号）を市

長に提出することができる。

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、東かが

わ市家具類転倒防止対策促進事業補助金交付予約決定（却下）通知書（様式第２号）に

より申請者に通知するものとする。

（予約変更等）



第７条 前条第２項の規定により予約の決定通知を受けた者は、申請した内容を変更する

とき、又は申請を取り下げようとするときは、東かがわ市家具類転倒防止対策促進事業

補助金変更等届出書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。

（交付申請及び実績報告）

第８条 申請者は、東かがわ市家具類転倒防止対策促進事業補助金交付申請書兼実績報告

書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。

（交付の決定等）

第９条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと

認めたときは交付の決定及び補助金の額を確定し、東かがわ市家具転倒防止対策促進事

業補助金交付決定・確定通知（様式第５号）により、申請者に通知する。

（交付決定の取消し）

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。

（１） 不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

（２） 補助金の交付の条件に違反したとき。

（補助金の返還）

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合は、既に交付した補助

金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

（その他）

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則（令和元年６月21日告示第14号）

この告示は、令和元年６月21日から施行する。

附 則（令和２年３月30日告示第31号）

この告示は、令和２年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）

市税等

１ 東かがわ市税条例（平成15年東かがわ市条例第53号）に規定する市税

２ 東かがわ市国民健康保険税条例（平成15年東かがわ市条例第55号）に規定する国民健康保険税

３ 東かがわ市介護保険条例（平成15年東かがわ市条例第99号）に規定する保険料

４ 東かがわ市後期高齢者医療に関する条例（平成20年東かがわ市条例第２号）に規定する保険料



５ 東かがわ市奨学金条例（平成15年東かがわ市条例第150号）に規定する奨学金の返還金

６ 東かがわ市学校給食費徴収規則（平成23年東かがわ市教育委員会規則第１号）に規定する給食

費

７ 東かがわ市放課後児童クラブ条例（平成18年東かがわ市条例第22号）に規定する会費

８ 東かがわ市子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例（平成26年東かが

わ市条例第33号）に規定する利用者負担額、延長保育料及び預かり保育料

９ 東かがわ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成15年東かがわ市条例第64号）に規定する

一般廃棄物の手数料

10 東かがわ市営住宅条例（平成15年東かがわ市条例第129号）に規定する家賃

11 東かがわ市下水道条例（平成15年東かがわ市条例第140号）に規定する使用料

12 東かがわ市下水道事業受益者負担金徴収条例（平成15年東かがわ市条例第141号）に規定する負

担金

13 東かがわ市下水道事業受益者分担金徴収条例（平成29年東かがわ市条例第36号）に規定する分

担金

14 東かがわ市公共下水道区域外流入条例（平成29年東かがわ市条例第37号）に規定する分担金

15 東かがわ市農業集落排水処理施設条例（平成15年東かがわ市条例第138号）に規定する使用料

16 東かがわ市農業集落排水事業分担金徴収条例（平成15年東かがわ市条例第139号）に規定する分

担金

17 住宅新築資金等貸付けに係る経過措置に関する条例（平成15年東かがわ市条例第73号）に規定

する住宅新築資金等の償還金


